
第５章　農林水産業

　　　　　この表は博多漁港における水産物の取扱いを漁業種別に掲げたものである。
　　　　　(1)陸上搬入は博多漁港以外で水揚げした水産物を陸上運送により博多漁港に搬入したもの。

（単位　トン）

令和２年 57 615 － 9 149  36  8 48 422

３年 59 015 － 11 847  40 － 47 128

４年 58 057 － 13 693  35 － 44 329

５年 62 320 － 16 986  25 － 45 309

６年 58 199 － 17 023  28 － 41 148

　資料：農林水産局水産部水産振興課
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（単位　百万円）

令和２年 35 518 － 3 448  30  2 32 038

３年 37 772 － 3 971  35 － 33 766

４年 42 716 － 4 593  44 － 38 079

５年 48 441 － 5 917  36 － 42 488

６年 45 528 － 6 675  41 － 38 812

　資料：農林水産局水産部水産振興課

その２　取　　扱　　額

年 総 量

５　博　多　漁　港　漁　業　種　別　取　扱　高（続き）

遠 洋
漁 業

沖 合
漁 業

沿 岸
漁 業

輸 入
(海上搬入分)

陸 上
搬 入
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